
告発状 
平成２８年１１月３０日 

東京地方検察庁 御中 

告発人  協同組合建築構造調査機構                 

代表理事 仲盛 昭二                   

住 所  〒816-0921                   

福岡県大野城市仲畑４丁目１５番２３－１０２号  

電話番号 ０９２－５５８－６６８１            

ＦＡＸ  ０９２－５５８－６６８２            

被告発人１ 住 所  〒102-8117 

           東京都千代田区飯田橋２丁目１８番３号 

      氏 名  株式会社日建設計 

           代表取締役 亀井 忠夫 

      電話番号 ０３－５２２６－３０３０ 

被告発人２ 住 所  〒163-8001 

           東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 

      氏 名  東京都 

      代表者  知事 小池 百合子 

      電話番号 ０３－５３２１－１１１１ 

告発の趣旨 

被告訴人株式会社日建設計および東京都は、以下の告発事実記載の法条にそれ

ぞれ違反するので、早急に捜査の上、厳重に処罰されたく、告発する。 

第１ 告発事実 

告発事実１ 

 被告訴人株式会社日建設計は、東京都豊洲新市場 水産仲卸売場棟の設計にお

いて、構造計算の偽装を行い、構造上の安全性を確認できない、不適切な設計

を行ない、建築基準関係規定に適合しない建築物を設計し、 

もって、建築基準法第２０条１項に違反したものである。 



 同法第９８条１項２号は同条同項違反の罪の行為者に対し「三年以下の懲役

又は三百万円以下の罰金」、同法第１０４条１項１号は同条同項違反の罪の法人

に対し「一億円以下の罰金」と定めている。 

告発事実２ 

 被告発人東京都は、一方で、東京都豊洲新市場水産仲卸売場棟の建築主とし

て、構造安全性を確認できない建築物を建築したとともに、一方で、特定行政

庁として、構造安全性を確認できず建築基準関係規定に適合しないにもかかわ

らず建築物の計画通知に対し建築済証を交付し、 

もって、建築基準法第６条第 1項に違反した。 

 同法第９９条１項は同条同項違反の罪に対し、「一年以下の懲役又は百万円以

下の罰金」と定めている。 

第２、罪名および罰条 

告発事実１ 被告訴人株式会社日建設計の行為は、建築基準法第２０条１項（構

造耐力）に違反 

告発事実２ 被告訴人東京都の行為は、建築基準法第６条第 1 項（建築物の建

築等に関する申請及び確認）に違反 

告発の理由 

第１、建築基準法の定め 

 建築基準法は、「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧

並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号

に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するもの

でなければならない」（同法第２０条）として、「当該建築物の安全上必要な構

造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること」を求めて

いる。 

 また、建築基準法は、建築主に対し、当該工事に着手する前に、その計画が

建築基準関係規定等に適合するものであることについて、確認の申請書を提出

して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定め（同

法第６条）、特定行政庁の建築主事は、建築物の計画が建築基準関係規定に適合

するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合するこ

とを確認したときに、当該申請者に確認済証を交付しなければならないとして

いる。 



第２、構造計算における、層間変形角の違反 

 本件建築物は、構造計算における、層間変形角が、規定の 1/200 を超えてお

り、建築基準法施行令第８２条の２に違反している。 

第３、構造計算における保有水平耐力不足 

 本件建築物は、構造計算において、鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）で、

非埋め込み型柱脚であるのに、保有水平耐力計算における構造特性係数（Ｄｓ

値）を過小に偽装し、構造耐力が不足した状態である。 

最後に 

 本件建築物は、上記のとおり、構造上の安全性が確認できず、建築基準関係

規定に適合しない。しかも、被告発人日建設計の行為は、構造計算における構

造特性係数（Ｄｓ値）を過小に偽装した悪質な行為である。その結果、保有水

平耐力比が都条例で定めた「1.25＝1.0」ギリギリであり、本件建築物は、あま

りにも余力が少なく、都民の食生活に直結する施設にもかかわらず、甚だ危険

な構造となっている。 

 告発人は、豊洲市場の設計における、日建設計の構造計算偽装に関して、イ

ンターネット上で警告した（甲１号証）。しかし、日建設計も東京都も、構造計

算の偽装によって、豊洲市場の建物が、構造耐力不足（建築基準法第２０条違

反）となっている状態を放置している。東京都民の税金により建設された建物

の構造耐力が不足していることは、都民の財産を毀損している。告発人は、被

告発人の行為を許すことができず、また、東京都民の利益のため、告発するも

のである。 

 御庁におかれましては、本件事件の重大性を認識して、厳正な捜査を尽くし、

本件を立件していただきたく告発する次第である。 

証拠目録 

甲１号証 告発人が執筆した、ニュースサイト NETIB-NEWS での告発記事（発行：

株式会社データ・マックス、２０１６年１０月１８日～同２０日付） １通 

添付書類 

１、甲号証写し １通 
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